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❖ 障害保健福祉関係主管課長会議資料 ② ❖ 

自治体の相談支援の対象の見直し 

●市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に

課題を抱える者（具体的には省令で定める予定）も対象となる。 

市町村への支援に関する都道府県の責務 

●都道府県は、市町村が行う精神保健に関する相談支援に関し、市町村

への必要な援助を行うよう努めなければならない。 

●今後、関係省令や精神保健福祉業務運営要領（通知等）において、精神保健に関する相談支

援に関し、市町村が実施する内容について、具体化・明確化を図っていくことを検討中。 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について 

（１）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進  

平成２９年の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書において、精神

障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこ とができるよう医療、障

害福祉・介護、住まい、社会参加（就労など）、地域の助け合い、普及啓発（教育など）が包括的

に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を目指すことを新たな政

策理念として明確にした。  

（２）入院者訪問支援事業について  

今般の精神保健福祉法の改正で、新たに「入院者訪問支援事業」を創設した。 

都道府県等は入院者訪問支援員を養成するための研修の実施、入院者訪問支援員の任命や

派遣等、精神科病院の協力を得て、支援体制を構築する。  

予算（案）概要 

 ・令和５年度予算（案）93,985千円  

・補助先 都道府県・指定都市・保健所設置市・特別区  

・補助率 １／２  

（３）市町村における相談支援体制の充実について  

今般の法改正で、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援の対象に「精神

保健に関する課題を抱える者」を追加した。充実を図る。 都道府県においても、これまでの相
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談支援に加え、市町村における相談支援 制の整備に関する技術的助言や、人材育成等の支援

を実施する。 また、令和５年２月から、「市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の

推進に関する検討チーム」を設置し議論を開始した。本検討チームは令和５年夏頃を目途に、

報告書をとりまとめる予定 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業 

都道府県等におかれては、「精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムの構築」を進めるために、本構築推進事業を積

極的に活用いただきたい。 

 予算（案）概要 

・令和５年度予算（案）603,031 千円  

・補助先 都道府県・指定都市・保健所設置市・特別区  

・補助率 １／２ 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるに当たり、障害保健福祉圏域等

の単位において、精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制を構築することが

重要であるが、各都道府県等で地域特性を踏まえた地域包括ケアシステムを構築していくこ

とを支援できるよう、平成２９年度から本構築 支援事業を立ち上げている。 

予算（案）概要 

・令和５年度予算（案）39,114千円    ・補助先 委託 

心のサポーター養成事業 

本事業では、令和１５年度までに全国で１００万人 の「心のサポーター」養

成を目標としている。 実施いただく都道府県等に極力費用負担が生じな

いよう検討しているので、本事業の実施について、積極的にご検討いた

だきたい。 

・令和５年度予算（案）２７,７６５千円   ・補助先 委託 

精神障害者保健福祉手帳に基づくサービスの実施状況について  

手帳所持者に係る公共交通機関の運賃割引については、こ れまでも、公共交通機関事業者を

所管する国土交通省等に対して協力依頼を行っているが、一部の公共交通機関では依然とし

て運賃割引の適用外となっている。  

厚生労働省においては、国土交通省と運賃割引の導入推進に向けた意見交換を行うとともに、

今後、大手鉄道事業者など幅広い公共交通機関による導入が見込まれる時期を見据えて、デ

ジタル化に向けた環境整備を進めることとし、令和４年度二次補正予算において、令和５年度

中に、運賃減額の区分（第一種精神障害者、第二種精神障害者）を追加するための各都道府

県・管内市区町村所管システムの改修が可能となるよう、「障害者自立支援給付審査支払等シ

ステム事業」における予算を確保したので、本事業費を活用し、取組の推進にご協力をお願い

する。 


